
古い消火器について 
 名古屋市において男性が古い消火器を廃棄処分するために、中身を噴射させようとレバーを

握ったところ、錆ついていた底部に亀裂が入り、そこから中身が噴出し、ロケットのように飛

び上がった消火器本体が顔面を直撃し、男性は出血多量で亡くなるという痛ましい事故が発生

しました。 

 最近、こういった古い消火器の破裂事故等の報道を受け、消火器

の処分方法について、たくさんのご質問をいただいております。 

 消火器は、事業所ではもちろん、安全のためにご家庭に設置され

ている方も多くおられることと思います。（一般のご家庭にあって

は、必ずしも設置しなければならないわけではありませんが、安全

のために設置することをおすすめ致します。） 

 

 事業所に設置されている消火器は、多くの場合、法律（消防法）

で定期的な点検が義務づけられ消防署に報告しなければなりませ

んが、消火器の老朽具合等により新しいものと交換されています。

しかし、ご家庭に設置された消火器については、点検の義務もなく

老朽具合等の判断もそれぞれに任されています。

 それではここで、大まかな消火器の老朽具合等についての判断方法、廃棄方法、取扱い上の

注意点をご紹介します。 

 １）判断方法 

   ・消火器の安全ピンのところに、 

   封印シール又は封印の部品が付い 

   ているか（切れていないか）確認 

   してみましょう。封印が切れてい 

   るものは使用後の消火器の可能性 

   があります。 

   ・消火器の外観や底の部分が錆つ 

   いてないかまた、キズや変形等は 

   無いかよく確認してみましょう。 

   錆ついているものは、大変危険で 

   すので絶対に使用しないで下さい。 

   ・消火器のホースが詰まっていな 

   いか、ゴムホースにヒビ割れ等の 

   あるものは使用しないで下さい。 

   ・お手元の消火器が粉末消火器で 

   あるなら、消火器を傾けると、消 

   火器内の粉末がサラサラと音を立 

   てて移動します。消火粉末が固ま 

   り音がしなくなっている消火器は 

   使用しないで下さい。 

   ・消火器の安全ピンが縦向きについているか確認しましょう。横向きに付いているもの 

   は、とても古い消火器なので使用しないようにしましょう。 

 

 

 



 ２）消火器の更新及び詰め替えについて 

   ○ 薬剤の詰替えをするなら → 約５年 

   ○ 新品と交換するなら   → 約８年 

  ※上記は消火器メーカーの推奨耐用年数です。あくまで目安になっていますので設置状況 

  （屋内・屋外等）及び消火器の状態によって耐用年数が変ります。判断できないような場 

  合には必ず専門業者に相談するようにしてください。 

 ３）処分方法 

   ・消火器はゴミとして廃棄することはできません。 

    ※消防署で引き取りはしていません 

   ・消火器を販売する業者に、新しい消火器の購入と引き換えに、古い消火器を引き 

   取ってもらう。 

    ※サービスの一環として、実施している業者と、していない業者があります。 

     また、引き取り手数料をとる場合と取らない場合や、出張料をとる場合もあり 

    ますので、必ず契約前、事前に業者にお問い合わせください。 

   ・陸別町内の処分、詰替えの取扱い業者としては、下記のガソリンスタンドやガス販売 

   店等があります。また、処分料は有料となります。 

陸 別 町 内 取 扱 い 業 者 一 覧  

有限会社 石橋石油 株式会社 陸別ガス販売 

株式会社 中村商事 株式会社 中村商事 
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 ４）消火器の取扱等の注意点 

  ・使わなくなった消火器や古くなった消火器を、敷地内へ放置しておくと事故につな 

  がることもありますので、不要になった消火器は必ず専門業者に処分してもらうよう 

  にしてください。 

  ・台所、浴室などの湿潤な場所等の設置は、なるべく避けること。 

  ・屋外に消火器を設置する場合には、消火器ボックス等を活用し風雨にさらされない 

  ようにする。 

  ・建物（戸建住宅を除く）の用途や規模によっては、消防法や火災予防条例に基づき、 

  消火器が設置されていたり、定期的な点検や消防署への報告が必要な場合もあります。 

  このような場合には、廃棄や撤去をする前に、消防署までお問い合わせください。 

  ・不用になった消火器については、解体等の廃棄処理を決して自分では行わないよう 

  にしましょう。 

不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。 
 

池北三町行政事務組合 陸別消防署 TEL ２７－２５２４ 

 

住 宅 用 火 災 警 報 器 の 設 置 は お 早 め に 

平成２０年６月１日より全ての住宅に対し住宅用 

火災警報器の設置が義務付けられました。大切な 

命を火災から守るため、一日も早く設置しましょ 

う。 




